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足立区国民健康保険運営協議会 会議録 

 

会 議 名 令和５年度 足立区国民健康保険運営協議会 

開催年月日 令和６年２月２２日 (木） 

開催場所 足立区役所 庁舎ホール 

開催時間 午前１０時００分～１１時１０分 

委員出欠状況 委員定数   ２１名 

委員現在数  ２１名 

出席委員数  １８名  

欠席委員数   ３名 

出席委員 被保険者代表委員 

 宇佐美 明 小島 千惠子 齋藤 祐子 

 髙𣘺 絹江 中村 重男 森下 秀重 

 保険医・保険薬剤師代表委員 

 泉谷 明香 長山 真美 倉田 聡 

 山下 俊樹   

 公益代表委員 

 佐々木 まさひこ しぶや 竜一 瀬田 富男 

 峯岸 茂隆 山中 ちえ子  

 被用者保険等保険者代表委員 

 猿田 康悦 田端 直樹 信田 雅彦 

事務局出席者 区民部長 

田ケ谷 正 

国民健康保険課長 

渡邉 昌道 

庶務係長 

栗山 裕樹 

 業務調整担当係長 

相馬 一博 

給付・保健事業係長 

平井 光一 

滞納整理第一係長 

泉山 忠俊 

 

 

データヘルス推進課長 

半貫 陽子 

データヘルス推進係長 

池田 賢太郎 

 

    

 

    

会議次第 別紙のとおり 

会議に付した議題 １ 審議事項 

足立区国民健康保険条例の一部改正について 
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令和５年度 足立区国民健康保険運営協議会 会議録署名委員 

（令和６年２月２２日） 

 

 

 

会   長 

 

 

 

委   員 

 

 

 

委   員 
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（国民健康保険課長） 

配布資料を確認。 

 

（国民健康保険課長） 

令和 5年度足立区国民健康保険運営協議会

の審議事項を案内。 

 

（長谷川副区長） 

皆さん、おはようございます。本日はお忙

しい中、国保の運営協議会にご参加頂きまし

てありがとうございます。 

今、司会のほうから話もありましたように、

今日は来年度の国民健康保険料についてご

審議をいただきます。この制度非常に私たち

が生きていく上で重要な社会保障制度の一

環でありますけれども、かたや一方で毎年こ

の会でもご意見いただきますが、国保料が毎

年上がっていくという制度の運営事体も非

常に厳しい状況になっているということで

ございます。 

特に、特別区においては２３区の統一保険

料方式ということで２３区一体になって保

険料を決めていく仕組みになっておりまし

て、実は区長会としても現状に今の国保制度

については大変大きな問題意識を持ってお

りまして、昨年、区長会の中で国保のありか

たについてのプロジェクトチームを立ち上

げて検討した結果、国へ要望を出さしていた

だきました。今日お手元に配らさせていただ

いてます、令和５年１１月１６日吉住特別区

長会会長から武見厚生労働大臣に、国民健康

保険制度の見直しに関する提言ということ

で、こちらの文書を１１月１６日に出させて

いただきました。 

その中でも５点要望させていただいてま

すけれども、財政的な負担、今の社会保険制

度の中で区民の負担が毎年大きくなってし

まうという中で、国保負担を引き上げと低所

得者対策の負担の軽減を図ることについて、

国に要望をさせていただいておりますし、特

別区の中では課長会、部長会それから副区長

会、区長会でさまざまな議論をしてまいりま

した。 

さきほど委員のお一人からありましたけ

れども、来年度の介護保険料については区独

自で対策をとっているということで対応し

てまいりましたけれども、国保について様々

な２３区のなかで議論をしてきましたけれ

ども、来年度については値上げをせざる得な

い状況になっております。この制度を維持し

ていくこと、区民の負担をどう下げるかその

バランスをとる中で、様々なことをしてまい

りましたけれども、今日の内容を提案させて

いただきたいと思っています。また様々な、

皆さんのご意見をいただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

 

（国民健康保険課長） 

委員の紹介は、会議時間も限られているこ

とから、席上配布した委員名簿による紹介を

説明。 

 

（国民健康保険課長） 

委員定数２１名中１８名出席。運営協議会

が成立していることを報告。 

 

（国民健康保険課長） 

会長に会議の進行を依頼。 

 

（会長） 

会長の挨拶。 

議事録署名委員２名の指名。 
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（国民健康保険課長） 

副区長から諮問事項を渡す旨の説明。 

 

（長谷川副区長） 

それでは、区長からの諮問事項を読み上げ

させていただきます。 

 

足立区国民健康保険運営協議会 

 会長 しぶや 竜一 様 

足立区長 近藤 やよい 

足立区国民健康保険運営協議会規則第 2条

の規定に基づき、次のとおり貴協議会の意見

をお伺いいたします。 

諮問事項 足立区国民健康保険条例の一

部改正について 

 

以上、よろしくお願い致します。 

 

（会長） 

 それでは、諮問理由等の説明については、

国民健康保険課長から説明をお願い致しま

す。 

 

（国民健康保険課長） 

 今回の諮問事項でございます、足立区国民

健康保険条例の一部改正の提案理由につい

て、ご説明いたします。 

 

区の国民健康保険料は、平成３０年４月に

施行された国民健康保険制度改革後、特別区

統一保険料方式に基づき算定しております。 

今般、令和６年度の特別区国民健康保険事

業の調整に関する共通基準の改定があり、こ

れに沿った条例改正を行う必要が生じまし

たので、ご提案申し上げます。 

それでは、お手元の資料１ページをご覧く

ださい。ページの下に数字が振ってござい 

ますので、ご覧ください。 

 

Ⅰ 審議事項、（1）足立区国民健康保険条

例の一部改正についてです。 

項番１、保険料の算定については、図１を

ご覧ください。 

東京都と区市町村との相関図です。 

足立区は東京都に納付金を納めるため、東

京都が示した「標準保険料率」をもとに足立

区の保険料率を決定いたします。 

このたび、東京都から令和６年度の足立区

健康保険事業費納付金および標準保険料率

が 

提示されましたので、特別区統一保険料率案

および足立区の保険料率（案）についてご提

案いたします。 

 

項番２（１）令和６年度の足立区から東京

都への納付金は２１９億円余、令和５年度に

比べ、３億８４００万円余の減となります。 

右側のページ、２ページをご覧下さい。 

（２）は東京都が算出した、足立区の標準保

険料率、（３）は令和６年度標準保険料率に

基づく１人あたり保険料額です。 

特別区として算出した保険料は、後ほど６

ページでご説明します。 

 

（４）は１人あたり保険料増額の要因分析で

す。 

増額の要因としては、①１人あたりの医療

費の増加、②後期高齢者支援金の増加、③ 

財政安定化基金取り崩し分の償還が主なも

のです。 

 

一枚めくっていただきまして、３ページを

ご覧ください。 

（１）は特別区における保険料算定の基本的

な考え方です。＊印の中央より下の部分にな

りますけれども、令和６年度の保険料賦課割

合（所得割と均等割の比率）は５８：４２、

これまでと同じです。 
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（２）は特別区独自激変緩和の措置について

です。特別区は、平成３０年度以降、保険料

が急激に上昇しないよう、独自の負担抑制策

を取ってきました。 

右側のページ、４ページの図１をご覧くだ

さい。 

平成３０年度は、東京都に収める納付金額

の９４％を保険料で賄い、残りの６％を一般

財源で補填いたしました。令和元年度以降、

毎年１％ずつ激変緩和部分を縮小し、令和６

年度は納付金の１００％を保険料で賄う予

定でした。 

ところが、令和３年度から令和５年度にか

けて、新型コロナウイルス感染症の拡大など

により、保険料の急激な値上げを抑制するた

め、当初の計画を上回る一般財源を投入した

ことで、令和５年度９９％のところ９７％と、

計画に遅れが生じています。 

そのため図３で示しましたように、令和６

年度は納付金総額の１００％を保険料に賦

課するところ、９８％とし、計画達成を２年

延長し、令和８年度といたしました。 

なお、令和６年度も約１０３億円の一般財

源を投入し、保険料の負担軽減を図ってい 

るところでございます。 

１枚めくっていただいて５ページをご覧

ください。 

（３）赤字削減・解消の取り組みです。 

国からは、平成３０年度から令和５年度ま

での６年間で、赤字の削減・解消を目指すよ

う求められましたが、令和５年度末での達成

は困難な状況です。令和６年度以降は、保険

料の上昇に配慮しながら、国民健康保険特別

会計の赤字の削減・解消に取り組んでまいり

ます。 

次に、６ページをご覧ください。 

１ 特別区統一保険料率等（案）の推移に

ついてです。 

基礎分及び支援金分は、表の左から２列目、

賦課割合、５８：４２と書かれたその下の行

をご覧下さい。 

所得割率は１１．４９％、前年度と比べ１．

９パーセントの増、均等割額は６５，６００

円、前年度と比べ５，５００円の増となりま

す。 

介護分の所得割は２．３６％、前年度と比べ

０．１３パーセントの増、均等割額は１６，

５００円、前年度と比べ３００円の増となり

ます。 

項番２一番下の図となります。特別区と足

立区の一人当たり保険料の比較として、足立

区の一人当たり保険料は１４２，６７９円、

前年度に比べ１８，４５７円の増となります。 

次に、７ページをご覧下さい。 

令和６年度国民健康保険料の試算につい

て、世帯構成別の保険料の試算でございます。 

 それぞれの表の欄外、点線で囲まれた箇所

は、均等割の軽減対象でございます。 

丸の数字は、保険料均等割の軽減割合です。

例えば、⑦は７割軽減を示しております。 

続きまして、９ページをご覧下さい。項番

１は、保険料賦課限度額の変更です。 

令和６年度は、支援金分が２万円の増額と

なり、賦課限度額の総額は１０４万円が 1０

６万円となります。賦課限度額の変更により、

中間所得層の方の負担が軽減されます。 

その下項番２は、保険料均等割の軽減判定

基準額に係る見直しです。 

国民健康保険法施行令の改正により、５割軽

減で５千円の２９５，０００円、２割軽減で

１万円の５４５，０００円ということで基準

が引き上げられます。 

物価上昇の影響で均等割軽減を受けてい

る世帯の範囲が縮小しないよう、経済動向等

を踏まえて見直されたものとなります。 

次に、１０ページをご覧ください。 

項番３は、退職者医療制度の廃止について

です。 
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退職者医療制度は平成１９年度の廃止後、

平成２０年度から経過措置を継続していま

したが、対象者が減少しており、事務コスト

の削減等の観点から令和５年度末で廃止と

なります。 

次に、１１ページをご覧ください。 

これまで申し上げてきたところのまとめ

でございます。 

 足立区国民健康保険条例改正案の概要で

す。 

項番１、保険料率等の改定として、令和５

年度と比べ、基礎分は、所得割率が１．５２

ポイントの増、均等割額が４，１００円の増、 

支援金分は、所得割率が０.３８パーセント

の増、均等割額が１,４００円の増、合計で

は、所得割率が１．９パーセントの増、均等

割額が５，５００円の増となります。 

 介護分は、所得割率が０.１３ポイントの

増、均等割額が３００円の増となります。 

 項番２、保険料賦課限度額の変更について

です。 

 ９ページでご説明したとおり、賦課限度額

の総額は１０６万円になります。 

 右側のページ、１２ページをご覧ください。 

項番３は、低所得者の保険料の減額です。 

６ページの改正案の均等割額について、基礎

分・支援金分・介護分を、７割、５割、２割

軽減にした場合の金額です。 

項番４は、保険料の軽減（均等割額）判定

基準の変更です。 

内容につきましては、９ページでご説明し

たとおりです。 

続きまして、１枚めくっていただいて１３

ページをご覧下さい。 

項番５は、未就学児にかかる均等割軽減金

額の変更です。 

均等割額を軽減し、さらに５割軽減をした

場合の軽減額になります。 

項番６は、退職者医療制度の廃止について

です。内容は１０ページでご説明したとおり 

となります。 

 次に、１４ページから２９ページまでは、

今回の条例改正の新旧対照表になります。 

この新旧対照表につきましては２月上旬

に示された参考条例を基に作成したもので

あることをご了承ください。 

 以上提案についての説明となります。ご審

議の程、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

ただいまの事務局からの提案理由等の説

明につきまして、ご質問等がございましたら 

お願いいたします。 

 

（公益代表委員Ｂ） 

さきほど長谷川副区長とお話をしていた

のですが、介護保険料が大幅に上がるので

はないかと心配していたのですが、区の努

力もあっておさえていけたという中で今回

国民健康保険料がこれだけ大幅に上がって

いるのは、かなり区民の皆様に与える影響

は大きいであろうというところを危惧して

いるところでございます。 

  そこで、いくつか質問させていただきま

すが、令和５年度から令和６年度への増額

の幅が特別区と比べて足立区ほうが、５，

３００円ほど大きく上がることになってし

まうことになりますけれども、足立区とし

て理由はあるのでしょうか。 

 

（国民健康保険課長） 

ただいまいただきましたご質問について

お答えいたします。 

 今までは特別区より足立区の上げ幅は低

かったというところでございますけれども、

令和６年度につきましては、東京都が計算し

たところによりますと、足立区の場合は所得

の伸び率が高いというところで、いままでは、
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２３区中ほかの２３区と比べると足立区の

ほうが低かったのですけれども、令和６年度

につきましては所得の伸びを勘案すると差

が大きくなっているというようなところで

ございます。 

 

（公益代表委員Ｂ） 

マンション開発が進んで、ある程度の所得

の方が流入してきているから、全体として所 

得階層が上がっているので平均でみると上

がってきたということかと思いますけど。 

低所得の方の保険料率をある程度きちん

とおさえておかないといけないという側面

があると思うのですが、１２ページに書いて

ある減額というのは、ある程度抑え込めてい

るという感触なのでしょうか。 

 

（国民健康保険課長） 

具体的な例をお示ししたいと思います。７

ページと８ページをご覧いただけますでし

ょうか。 

 それぞれ先ほどご説明しましたけれども、

階層別の保険料の具体例でございます。 

例えば、１番の年金受給者の方で、令和５

年度にくらべどのくらい上がったかという

と、表の中で増加額という欄をご覧いただき

たいのですが、年収が１００万円から 1５３

万円の方については１，６５０円ですけれど

も、それ以上２００万円の方となると上げ幅

は大きくなるというかたちになります。 

また、年金受給者の二人世帯の方ですと、

１５３万円の方までは３，３００円ですけれ

ども、それ以降大きくなる。年収のところに

＊印がついておりますが、この注釈というの

は一番上の黒の網掛け部分にした年金収入

１５３万円及び給与収入９８万円までは均

等割のみ、つまりは所得割はかかっていない

低い世帯の収入額というかたちになってお

ります。 

表順に１番から７ページの５番までを見

ていただければお分かりいただけるように、

＊印のついている年収の世帯については値

上げが大きくならないよう取り組みをした、

それより上の世帯となると上げ幅が大きく

なるそういう状況でございます。 

 

（公益代表委員Ｂ） 

均等割のみという方、これはかなり低所得

の方で仮に２００万円、３００万円の方でも

かなり苦しい家計だろうと思いますが、その

中でこれだけ払っているというのはご負担

は結構あるだろうなと感想としては持ちま

す。 

先ほど副区長から特別区長会でも国民健

康保険関係は構造的な問題もあるので、退職

されてから年金収入の方が基本的には入っ

てこられる保険制度である部分を考えてい

くと、法的なところで我々としてもいろいろ

な要望をしていかないとと思いますけれど

も、保険料の収納率を上げていくとか医療費

の適正ということも含めて、努力していかな

くてはならないとは思いますけれども、上げ

幅を抑制することも続けていただきたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 

（会長） 

他にお願いします。 

 

（公益代表委員 C） 

 まず、はじめに冒頭副区長のほうから、国

保の構造上も問題の認識とそれに関わる、足

立区自身がどう、特別区長会などこういった

ところで提言をプロジェクトチーム作って

提案をしたりとか、こういうお話がありまし

た。 

そういった中で大変今回の値上げ幅は物

凄い値上げ幅だと思うんですけれども、均等
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割のところで５，５００円ということですが、

前年度と比較して基礎分、支援金とも国保事

業費の納付金いわゆる東京都が示してきた

納付金は減っているわけですが。 

合計についても約３億８千４００万円、９

８％に減っているんですけれども。 

こんなに上がっていて被保険者が減って

いるということもあるんですけれども。 

今回の特徴と国保加入者への影響はどう

とらえるのかということです。 

 

（国民健康保険課長） 

参考の数値をご覧なっていただいた方が

よろしいと思いますので、後ろから２ページ

目４０ページをご覧いただけますでしょう

か。 

こちら表の真ん中のところ、足立区の国民

健康保険加入者数の表になりますけれども、

平成３０年度は１０万７５７０世帯が、人数

いうと１６万２０００余だったんですけど、

令和５年度ですと９万３，０００世帯、被保

険者数が約１３万と被保険者数がかなり減

っている。というのは、ただいまの委員から

のご質問のとおりなのですけれども。 

ただ一方で､一番下の表一人当たりの医療

費の欄をご覧いただきたいのですけれども、

右から３列目一人当たりの費用額、平成３０

年のときは約３３万円だったのが、令和５年

度ですと４０万を超えているとこういうと

ころであります。 

これは､国民健康保険に加入している方が

だんだん年齢層があがっているということ

と、かなり医療費のかかる治療をうけてらっ

しゃるんではないかとそのように認識して

いるところでございます。 

 

（公益代表委員Ｂ） 

やはり病気をして社保ではいられなくな

って国保にそういった加入者だっているで

しょうし、介護生活上やっぱり高齢者は治療

が必要でそういったこととバランスをとり

ながら快適なね、生活をしようと努力をして

いるといったところでも、これは当然の医療

費で、やはりお医者さんの技術の進歩だとか

そういったところで喜ばしいことではあり

ますが。 

それが引き上げている要因だってことで

ね、そこだけをとって対応していこうという

のはちょっと違うなと思っているんですけ

れども。 

全国市長会でも求めている国費投入で負

担軽減をといったところと区長及び部長な

どが足立区全体で機会を捉えて求めてくだ

さっている内容なんですけれど、ざっくりで

いいですので、ちょっと具体的に教えて下さ

い。 

 

（国民健康保険課長） 

 いままでも、いくつかご紹介をさせていた

だきましたけれども、毎年度国民健康保険に 

おきましては相互扶助っていう考え方だけ

ではやっていけない、つまり国のほうからや

はり財政的な支援をしていただかないとや

っていけないと繰り返し主張してきている

ところでございます。 

先ほど副区長からもお話がございました

ように、今年度につきましては特別区長会の

中でプロジェクトチームをつくり、構造的な

問題を検討し提言しているところでござい

ます。 

こういったことから令和６年度につきま

しても、さらに構造的な問題については検討

を重ね要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 

（公益代表委員 C） 

 はい、ありがとうございます。 

 その中で、今回令和６年度からは原則介護
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分の所得割率の方も均等割額と同じように

特別区共通の算定にとのことでありますけ

れども。 

これをしたらかなりの値上げになるとい

うことが予想される中で足立区としてはど

う判断しましたか。 

 

（国民健康保険課長） 

ただいまの質問にお答えするときに、ちょ

っと６ページをご覧いただきたいんですけ

れど。 

真ん中より下の介護分の表がございます。

その表の下のところに注釈がございますけ

れども、これまでは介護分の所得割率は２３

区異なっていました。 

これは何かというと、介護保険料というの

は各区で定めている。その算定の基礎となる

ものは異なっているので、所得割率の料率に

ついても各区で定めてきたという経緯がご

ざいます。 

ただ、今後東京都として統一保険料をめざ

す観点から、統一をしていこうという動きに

なりまして、令和６年度以降は２３区統一に

なるように取り組んでまいります。 

足立区につきましても、令和６年度から同

じような所得割率になるように取り組んで

まいります。 

なお、今までとどれくらい差があるのかと

いうところでございますけれども、足立区の

場合においてはそれほど大きい差ではない、

今ちょっと具体的な数値はもちあわせてご

ざいませんけれども、大きく離れていくとい

うこととは違いまして、それほど大きな上昇

にはならないところでございます。 

 

（公益代表委員 C） 

介護という点でいえば２３区で一番足立

が高いという状況が前年度までありました。 

なので、それがどうね、影響するのかって

いったことでもうちょっと詳しく知りたい

というふうに思います。 

なので、そういった足立での裁量で所得割

率、介護保険のほうの所得割というのも特別

区共通ではなくて足立区の算定として、まだ

令和６年はやれるっていうことではあるん

ですかね。 

それとも令和６年から同じように特別区

の共通の算定でいくということですか。 

 

（国民健康保険課長） 

令和６年度までは基本的に同じ料率でい

くということでございます。 

なお、先ほど均等割額の引き上げの差につ

いてのご質問がございましたけれども、例え

ば介護分の上昇のところで、令和５年度均等

割額の金額１６，２００円６ページの表にな

りますけれども、１６，２００円が１６，５

００円ということで均等割額の上げ幅につ

いては３００円といったところでございま

す。 

先ほどいろいろとみていただきました基

礎分とか支援金分の上げ幅に比べると、介護

保険の上げ幅については低いというところ

でございます。 

 

（公益代表委員 C） 

それから新たなロードマップで激変緩和

措置の流れで令和６年度以降もロードマッ

プを示してくださっておりますが。 

これは特別区全体で１０３億円の一般財

源の投入ということなんですが、足立区では

どれ位の激変緩和の割合を９８％にすると

いう中で、足立区ではそういう財源を投入し

て、どの位の財源を投入できた、できると見

込んでるんでしょうか。 

 

（国民健康保険課長） 

ただいまのご質問ですけれども、資料によ
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ると４ページの一番下の図３のところにな

ります右側のほうに※印で書かれてますけ

れども、来年度については賦課割合は９８％

といたしまして、さらに一般財源として１０

３億円を投入いたします。 

足立区としてみる場合には、約１２億円を

見込んでいるところでございます。 

 

（公益代表委員 C） 

赤字削減の、国から言われている負担軽減

のための財源を赤字ということで名目で削

減するっていうことをね、言われてしまって

いて、足立区として大変な、こういったね、

保険料を決めていく中で大変苦しい状況だ

ということもあるんですけれども、立川では

来年度の国保料率の据え置きの答申をしま

したと。 

さらに、未就学児の均等割は今、国によっ

てね、２分の１軽減がされていくなか、さら

にその上乗せて２分の１を削減していくっ

ていうことで答申をだしていることでした。 

このへんの考えは共通、特別区共通の算定

となるわけなので、足立区だけの裁量でこう

いったことをね、決めていくことはできない

っていう、法律上の縛りがあるんだとは思い

ますけれども。 

この辺の共通算定の中でもこういった意

見はどう出されていたのか、それと足立区の

裁量でできる、できる方法はないのかという

ところですね。 

 

（国民健康保険課長） 

ただいまいただきました質問のうち、２つ

ありましたと思うので、最初の方から保険料

の据置等についてのことですけれども、２３

区のなかでも独自に保険料を算定している

３区ございますけれども、据置というような

考え方を示しているところはございません。 

仮に、据置とした場合には、先ほど図３の

ロードマップでご紹介した約１０３億円の

一般財源、足立区として１２億円投入のほか

に据置いた場合、さらに、足立区の一般会計

から繰り入れないとやっていけない、何かを

補填しないとやっていけない現状でござい

ます。 

あと、２点目均等割の軽減につきまして、

これはできるだけ低く抑えていきたいとい

うことで２３区としても国に要望している

ところでございますけれども、なかなか独自

の軽減措置については困難であるというの

が現状でございます。 

 

（公益代表委員 C） 

あのですね、ちょっと均等割の値上げ部分

がかなり大きいので、ほんとに生活者に関連 

しては滞納になるということが予想されま

す。なのでぜひ考えていただきたいというと

ころもあるんですが、 

滞納のところの対応をどうされたかとい

うご報告もしていただきたいと思うのです

けれども。 

足立区は国保の滞納の対応に関して、国会

で取り上げてかなり過酷な取り立てをして

いる自治体である中で、滞納者の相談に乗っ

て滞納者の滞納の理由をつかんで、それに応

じて対策をたてるという、こういったことに

よって根雪のようにかたまってしまった滞

納額が溶けて、そして、その中で明るい未来

に向かって自分なりの計画で滞納部分を処

理していくというのは、寄り添っているとい

うことで我が党の国会議員に取り上げて厚

労省もそれを参考にしたいっていう大臣の

答弁があったりしたんですけれども。 

こういった認識で今も足立はされている

のかなっていうふうにね、この執行停止の適

切な見極めを行いながら処理をする年間目

標をちゃんと立てていると思うんですね。 

それはすごく大変な世帯がこのくらいい
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るからとこういったことをもとに目標を作

っているということでよろしいですか。 

 

（国民健康保険課長） 

保険料の徴収にあたりましては、先ほど収

納率ということも話題になりましたけれど

も、できるだけ収納率を上げるように取り組

んでいるところでございます。 

一方で、生活に困窮している方、こちらに

つきましては、今委員のご質問にもございま

したように執行停止の取組をやっておりま

すけれども、そういった使い分けをうまくや

りまして、生活に困窮している方に必要以上

にしわ寄せがいかないように取り組んでい

るところでございます。 

 

（会長） 

他に質問のあるかた、お願いいます。 

 

（被保険者代表委員 A） 

はい、えーっと３点。 

まず、１点目は公益代表委員の質問の関連

になるんですけれど、他の区に比べて足立区

は値上げ、値上げって言っていいのかな。 

保険料率保険料が上がることがなぜかと

いう質問に対して、所得が上がったからとご

回答がありました。 

計算の基準となる所得がいくらからいく

ら上がったというふうに把握されてますか。

これが１点。 

２点目、国保課長の説明で言葉尻なんだと

思うけれども、もう一度確認したいというと

ころでお聞きしておきます。 

ページでいうと１１ページの保険料額の

改定のところで、所得割額の上昇率を１．５

２パーセントと０．３８パーセントとパーセ

ントでお答えなっているんですけれど、この

表の記載はポイントなんですか。 

これ当たり前なんですけれどポイントが

正しいと思うんですけれど一応確認させて

ください。 

それと第３点目、今の公益代表委員のほう

からは報告事項についての質問をされまし

たけれども、それしていいんですか。 

よければ質問をぜひいれたいのですが、さ

っきお話だと時間がないから報告事項の質

問はするなというお話があったので、それに

ついてどうすりゃいいですか。さっきあなた

さ、報告事項の中の質問してるよね。だから

どうすりゃいいのか。 

 

（会長） 

できればですね、先ほど最初に長谷川副区

長がおっしゃったように、ここの諮問事項の

なかでの議論というところで、できれば報告

事項は後でというところで、報告事項のこと

につきましては、私のほうからもお詫び申し

上げます。大変失礼いたしました。 

 

（被保険者代表委員 A） 

いやいや、委員さんがご発言されていたこ

とについては、気持ちはよくわかるんですけ

れどね、やはり全体の流れということもある

し、皆さん方には議場という場もあるし、そ

こはちょっとご判断いただきたいところで

大変申し訳ないんですけれど、よろしくお願

いします。 

 

（国民健康保険課長） 

まず、軽減にあたっての保険料の一覧のと

ころですけれど、今手元に詳細な資料がない

ので、後程確認して正確な数値はお答えした

いと思います。 

２点目の１１ページ私の発言が適切でな

かったことにつきましてはお詫び申し上げ

ます。申し訳ございません。記載のとおりポ

イントという表現が正しいところでござい

ます。 
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（被保険者代表委員 A） 

 ありがとうございます。 

1 点目については今数字が頭に入っていな

いということですね。 

 

（国民健康保険課長） 

ちょっと今手元に資料がございませんの

で、確認して正確なことをお答えしたいと思

います。 

 

（被保険者代表委員 A） 

事務方はもってないの数字。 

 

（国民健康保険課職員） 

 すみません、今手元にございません。申し

訳ございません。 

 

（被保険者代表委員 A） 

 頭に入ってないの。 

 

（国民健康保険課職員） 

 ６０数万円から６０数万円だったと思い

ます。 

 

（被保険者代表委員 A） 

 さっき公益代表委員の方からマンション

の開発でっていうお話が合ってそりゃそう

だと思うんですけど、ざっくり感でいうとそ

ういうところに入ってくる人って社保だと

思うんですよね。 

どうですかね、だから国保でそんなに所得

が上がるのかっていうちょっとびっくりし

たんですけど、行政の皆さんの肌感はそうな

んですか。 

 

（会長） 

 説明お願いします。 

 

（国民健康保険課職員） 

 今回ですね、他の区に比べて足立区の所得

の伸び率が多いので、一体どういう原因で 

東京都が分析したのか聞いたんですけれど、

明確な答えはなかったのですね。 

今、いろいろと出ている、例えば、所得の、

税金の方での算定の所得と比較すると結構

伸び率が多いので、来年度も足立区伸びてい

くでしょうというみたいなことで。 

本当に今委員からご質問があったことに

ついては私共もかなり気にしてまして、正確

なところを答えて欲しいといったんですけ

れども、明確なお答えはいただけなかったと

いうところでございます。 

 

（被保険者代表委員 A） 

 本音だと思います。ありがとうございまし

た。 

これはこの中の話じゃなくなっちゃうの

で、こういう時こそ区議会議員の方のお力を

貸していただかなきゃいけないと思います。 

だってさっき６０何万から６０何万の所

得の上昇で保険料が上がったっていわれて

も正直ちょっと待ってよといった話ですよ

ね。 

そういうところ、感度鋭くしていっていた

だきたいと思います。 

この中の話ではないんですけれども、区民

の一人としてなんとかお願いします。 

 

（公益代表委員 C） 

 今先ほどの委員のお話の関連なんですけ

れども、要するにあれですよね。 

審議事項は国民健康保険料に関わるって

話で、加入者で関わってどういう実態がある

のかといったところは報告事項の中でたま

たまありましたけれども。 

滞納者に係る区の対応のところは大変大

事なとこでもありますし、これからね、委員
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皆さん発言する中で、例えば、産前産後期間

の一時金の話だとか用意されている方もい

らっしゃいると思いますし。 

数字を聞いたりですね、報告事項に関わっ

て具体的なものを求めるものはちょっと執

行機関も大変かと思いますが。 

この審議事項に関わって保険料のことで

すしね。 

自由にそこは広げていいというようなこ

とを言っておいた方がいいじゃないでしょ

うかね。 

審議をなるべく自由にしていくってこと、

どうでしょうかね、議長。 

 

（国民健康保険課長） 

議事の進行につきまして、いろいろと分か

りづらいところがあったことにつきまして

はお詫び申し上げます。申し訳ございません。

今回時間が限られてるということで審議事

項に特化した形のお願いをしたわけでござ

いますけれども、次回以降、ただいまいただ

きました意見につきましても検討し、議事の

進行について、さらに、意義をもたせていき

たいと思います。申し訳ございませんでした。 

 

（会長） 

 他に質問はございますでしょうか。 

 大丈夫でしょうか。 

 それではご意見も出尽くしたようですの

で採決に移ります。 

これより、足立区国民健康保険条例の一部

改正に係る区長諮問事項について採決いた

します。 

 足立区国民健康保険条例の一部改正につ

いて、原案どおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 ありがとうございます。 

 

≪挙手多数≫ 

 

 挙手多数であります。 

よって、本件は諮問のとおり決定し、答申

いたします。 

 なお、答申書につきましては、議長に一任

をお願いします。 

 また、事務局には、各委員からいただいた

ご意見を、しっかりと反映していただけるよ

うお願いします。 

 

 次に、報告事項に移ります。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

（国民健康保険課長） 

 それでは、報告事項につきまして、後程お

気づきなった点のご質問はお受けいたしま

すけれども、補足として３点報告させていた

だきたいと存じます。 

 資料の一番後ろの方から３９ページをご

覧いただけますでしょうか。 

 昨年の臨時会でご承認いただいた、１月か

ら実施した軽減制度の実施状況でございま

す。その下項番６は被保険者証の廃止でござ

います。 

被保険者証につきましては、令和５年６月

９日に公布されたマイナンバー法等の一部

改正法において、令和６年秋に現行の健康保

険証の新規発行を停止することとされまし

た。 

また、経過措置として、令和６年秋の時点

で発行済の健康保険証は、健康保険証が廃止

された後も１年間は有効とすること、申請に

基づき保険者が資格確認書を交付する規定

を整備することとなりました。 

また、令和５年１２月に開催された、「マ

イナンバー情報総点検本部」において、首相

から被保険者証を予定どおり令和６年秋に

廃止する方針が示され、令和６年１２月２日

を施行期日とし、現行の健康保険証の新規発
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行が停止されることとなります。 

なお、足立区国保加入者のマイナンバーカ

ードを健康保険証として利用登録している、

いわゆる紐づけされた人数の割合は、１月１

０日現在で約４８パーセントとなっており

ます。 

また、国民健康保険課窓口におきまして、

マイナンバーカードの保険証利用登録設定 

支援を２月末から実施する予定でございま

す。 

 

最後に、席上配布資料について、補足説明

させていただきます。 

表題は令和５年度足立区国民健康保険運

営協議会（臨時会）でのご質問について」で

ございます。 

昨年１０月の臨時会におきまして、出席委

員の方から保険料の上昇局面、下降局面にお 

いて、保険料の上昇率や下降率を連動する形

にできないかという趣旨のご質問をいただ

きました。このご質問について、ご説明をさ

せていただきます。 

まず、先ほどご覧いただきました資料の７

ページ、資料３におきましても、昨年度とは 

違い、所得の上昇に連動して各モデルケース

の表も前年度に比べ上昇する形となってお

ります。 

この理由といたしまして、今ご覧いただい

ているＡ４、１枚の配布資料の項番２をご覧

ください。 

令和５年度は、均等割額の増加率が８．

７％、①の数字になります。均等割額の増加

率の方 

が大きくなっていところでございます。 

一方、そのとなり、令和６年度につきまし

ては均等割額の増加率が９．２％、所得割率

の対前年度比増加率が１９．８％、②の数字

でございます。令和５年度の場合と異なり、

所得割率の増加率の方が大きくなっていま

す。 

このことにより、令和６年度におきまして

は、所得が高くなるにつれて保険料の上昇率 

も高くなる形となりました。 

次に、その下項番３「国が定める保険料の

算定方法」の表をご覧ください。 

国民健康保険料は所得割と均等割で構成

されており、賦課総額に占める割合は、特別

区の場合は所得割５８、均等割４２となって

おります。このことを示した表となっており

ます。 

この表におきまして、均等割額Ａや所得割

額Ｂは、翌年度の「国保加入者数」や「国保

加入者の総所得額」の推計値を用いて決定し

ております。 

そのため、毎年の保険料算定で機械的に

「所得割率の増加率の方が均等割額の増加

率より大きい」という状況を作り出すことは

できません。 

現状、国が定める算定方法で保険料を算定

している以上、年度ごとに、各所得階層ごと

の保険料の対前年度比増加率は変化してし

まうことはやむえないと考えております。 

しかし、被保険者の保険料負担は年々増大

し続けており、区としても、このような状況

に対して当然問題意識を持っております。 

こうした構造的課題に対しまして、副区長

からのご挨拶にありましたとおり１１月に

国に要望書を提出しているところでござい

ます。 

提言の項番２におきまして、「低所得者層

の負担軽減を図ること」を国に提言したとこ

ろでございます。 

 

報告事項に関してのご説明は以上となり

ます。 

 

（会長） 

冒頭、事務局からの説明にもございました
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ように、午後に足立区議会本会議が予定され

ていることから、報告事項の質疑は割愛とい

たします。 

 資料をご覧いただき、ご質問等ありました

ら、後日、直接事務局にお問い合わせをお願

いいたします。 

なお、先ほどの委員の皆様からご指摘いた

だきました報告事項、諮問事項のところにつ

いてですね、少しわかりづらかった部分、幅

広く議論しなくてはいけない部分というこ

ろが、こういった協議会で皆様に委員の方々

から意見をいただいたというところが大事

なところになってございますので、しっかり

とその辺もわかりづらかったところを訂正

しながら、次回の協議会に皆さんの意見を反

映させていただきたいと思います。 

今日は本当に貴重な意見をありがとうご

ざいました。委員の皆さん長時間ご審議をい

ただきありがとうございました。 

これで「令和５年の足立区国民健康保険運

営協議会」を終了させていただきます。 

本日はお疲れ様でした。 

それでは、進行を事務局にお返しいたしま

す。 

 

（国民健康保険課長） 

はい、事務局から事務連絡をさせていただ

きます。 

 本日お配りしました協議会資料につきま

しては、不要の場合議場に置いたままで結構

でございます。お持ち帰りいただく場合には

議場に置いてある封筒をご活用いただけれ

ばと思います。 

 また、駐車券をご利用される方はお帰りの

際受付にて、お声がけいただくようお願い申

し上げます。 

皆様お忘れ物がないよう、ご確認お願いし

たいと思います。 

本日は誠にありがとうございました。 

 


